
 
 
 
A 焼却炉で効率よくごみを燃やすためには水分は大敵です。生ごみを出す際に水分を取り除い

てください。 

 

 

A 素材ごとに分別していただければとても有難いですが、分別が難しい場合は、そのまま「燃

やせるごみ」として出してください。 

 

 

A 「燃やせるごみ」として出してください。 

   また、選定枝で、直径５ｃｍ以下で長さが１ｍ以内の物は、燃やせるごみ袋(４０リットル)

を下図のように巻きつけて出してください。 

   なお、量が少ない場合は、１０リットルまたは２０リットルの燃やせるごみ袋を使用するこ

とが出来ます。 

   

  ※ 直径が５cm以上で、指定ごみ袋に入らない物は、「大型ごみ」となります。 

 

 

Q 生ごみの水切りは、そんなに重要なことなの？ 

Q ぬいぐるみの目、下着のホック、服のボタンなど全部分解し分別しなくてはいけないの？ 

Q 庭の掃除をしたときに出る草・落ち葉・選定枝は、どのようにして出したらいいの？ 



 

 
A 穴を開けずに、そのまま「有害ごみ」として出してください。 

(穴を開ける時に、残ったガスに引火して爆発する恐れがあります。) 

また、「燃やせないごみ」として出した場合、収集車で押しつぶした時に破裂し、車両火災の

原因になるので、「燃やせないごみ」に混ぜて出さないでください。 

 

 

A 「有害ごみ」として出してください。 

「燃やせないごみ」として出した場合、収集車で押しつぶした時に破裂し、車両火災の原因

になるので、「燃やせないごみ」に混ぜて出さないでください。 

 

 

A 分別区分は「燃やせないごみ」ですが、ごみの減量と福祉への益金を目的として、愛キャッ

プ市民回収運動実行委員会が主体となり、コミュニティーセンター・市役所１階・総合福祉セ

ンター１階・市内小中学校で回収していますので、ご協力をお願いします。 

 

 

 
A ４種資源物には該当しないので、「燃やせないごみ」として出してください。 

※ 発泡スチロール製トレイは、指でつまんで引っ張ると簡単にちぎれますが、表面に薄い

紙やビニールの張っている物は、なかなかちぎれません。 

 

 

 

 

Q 中身が残っているスプレー缶をごみとして出すときは、どうするの？ 

Q 100円ライターを捨てるときは、どうするの？ 

Q ペットボトルのふたは、燃やせないごみ？ 

Q 表面に薄い紙やビニールの張っている発泡スチロール性のトレイやカップ麺の容器は、４

種資源物に出していいの？ 



 

 
A リサイクルセンターでは選別した缶を圧縮し、ブロック状にしていますが、つぶして出され

た缶は、圧縮してもかみ合わず、ブロック状に出来ません。家庭ではつぶさず、そのまま出し

てください。 

 

 

 
A 汚れの落ちた物は、「４種資源物」として出しください。ただし、汚れの落ちない物は、「燃

やせないごみ」として出してください。 

 

 

 
A 処理機に挟まったりして機械が破損する原因となりますので、家庭では切ったりして細かく

せずに、そのまま出してください。 (細かく切った物は、「燃やせないごみ」になります。) 

 

 
 
A 細かい発泡スチロールは、処理機に挟まったりして機械が破損する原因となりますので、「燃

やせないごみ」として出してください。 

 

 

A 「４種資源物」は、缶、びん、ペットボトル、トレイ等発泡スチロールの４種類が対象品で

すので、新聞紙や雑誌などの資源物は、集団資源回収に出してください。 

 

 

 

Q 「４種資源物」として缶を出すときは、つぶして出していいの？そのままがいいの？ 

Q ペットフードの缶詰など、人間が食べるものではない物が入っていたものは「４種資源物」

で出していいの？ 

Q 「４種資源物」としてペットボトルやトレイ等発泡スチロールを出すときは、細かく切っ

て出していいの？そのままがいいの？ 

Q 緩衝材で粒状や細かくなった発泡スチロールは、「４種資源物」で出していいの？ 

Q 新聞や雑誌などの資源物も、「４種資源物」で出していいの？ 



 

 
A 布団・毛布・シーツなどを縦・横４０cm 四方に切った物は、「燃やせるごみ」として出して

ください。また、カーペット・ブルーシート・テントなどを縦・横４０cm四方に切った物は、

「燃やせないごみ」として出してください。 

   縦・横４０cm四方に切っていない物は、焼却炉の投入口に引っかかったり、破砕の処理機に

絡まったりして、適正に処理出来ないため、「大型ごみ」として出してください。 

 

 

A  パソコン（本体・ディスプレイ）は搬入禁止物のため、大型ごみとしては出せません。 平

成１５年１０月より「資源有効利用促進法」に基づいた『ＰＣリサイクル』が始まりました。   

これは、各メーカーが、いらなくなったパソコンの回収・リサイクルの受付窓口になり、再資

源化するものです。パソコンの回収については、パソコンを購入したメーカーにお問い合わせ

ください。なお、自作パソコン・倒産メーカーなどの場合は、「有限責任中間法人パソコン３

Ｒセンター」にお問い合わせください。 

( 問い合わせ先 ： URL.  http://www.pc3r.jp/uketsuke.html )  

なお、ＰＣリサイクルマークがついていないパソコンを処分する場合は、リサイクル料金を

負担しなければなりませんが、ＰＣリサイクルマークがついているパソコンは、リサイクル料

金が販売価格に含まれているので、費用の負担はありません。 

・リサイクル料金 

デスクトップ 

パソコン本体 

ノート 

パソコン 

液晶 

ディスプレイ

ＣＲＴ 

ディスプレイ

液晶ディスプレイ 

一体型パソコン 

ＣＲＴディスプレイ

一体型パソコン 

3,150円 3,150円 3,150円 4,200円 3,150円 4,200円

Q 布団やカーペットなど、折りたたんで指定ごみ袋に入れて出していいの？ 

Q パソコンを処分するにはどうすればいいの？大型ごみとして出していいの？ 



 

 
A キーボード、マウス、テンキー、コード類、マイク、スピーカーなど、製品に同梱されてい

た周辺機器（取扱説明書等紙類及びCD-ROM等の媒体は含みません。）は、パソコンと一緒に回

収してもらうか、「燃やせないごみ」として出してください。 

※  製品に同梱されていなかった周辺機器（別に購入した周辺機器）は、「燃やせないごみ」

として出してください。 

 

 
 
A 製品を購入した販売店にご相談ください。販売店がわからない場合や閉店した場合などは、

市内の家庭ごみ収集運搬許可業者に処分を依頼してください。(家電リサイクル料金と収集運

搬料金を負担してください。) 

 ・家電リサイクル料金（メーカーにより、料金が異なる場合があります。） 

エアコン 
テレビ（ブラウン管・

プラズマ・液晶） 
洗濯機 冷蔵庫・冷凍庫 

衣類 

乾燥機 

15型以下 16型以上 
170リットル 

以下 

171リットル 

以上 
2,625円 

1,785円 2,835円 

2,520円

3,780円 4,830円 

2,520円 

・収集運搬料金は、許可業者により異なります。 

   また、指定引取場所に自分で搬入する場合は、指定引取場所に対象品と家電リサイクル券・

振込払受付証明書を持参してください。(家電リサイクル料金は、事前に郵便局で支払ってく

ださい。) 

指定引取場所 住所 電話番号 

 鈴木商会 札幌北事業所  札幌市東区丘珠5条4丁目4－60 011－790－1281 

 日立物流 大曲倉庫  北広島市大曲工業団地6丁目3－5 011－377－9091 

  鈴木商会 札幌北事業所～Ａグループ（東芝・パナソニック等取扱い） 

    日立物流 大曲倉庫～Ｂグループ（ソニー・シャープ・日立・三菱・三洋等取扱い） 

Q パソコンの周辺機器を処分するにはどうすればいいの？ 

Q 家電リサイクル法の対象家電品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン・衣類乾燥

機）を処分するにはどうすればいいの？ 



 

 

 
A 指定ごみ袋に入る物は「燃やせないごみ」、指定ごみ袋に入らない物は、「大型ごみ」として

出してください。 

※ 「液晶・プラズマテレビ」と「衣類乾燥機」が、平成２１年４月から、家電リサイクル

法の対象家電品に追加されました。 

 

 
A 大型ごみは、電話申込による戸別有料収集のため、ごみステーションには出せません。(自宅

前からの収集を行っています。) 

  各地区の決められた収集日（月１回）の２日前（土・日、祝日を除く）までに、大型ごみ専

用受付（２３－２６８５／祝日を除く月～金の午前８時３０分から午後５時まで）に申し込ん

でください。 

 

 
 

A トイレットペーパーの芯の中に、芳香剤が含まれている物があるため、「燃やせるごみ」とし

て出してください。 

   サランラップの芯は、集団資源回収（区分：段ボール)に出してください。 

 
 
 
 
A 環境センターに直接持ち込む(１０kg あたり６０円)か収集運搬許可業者に収集を依頼(有

料)してください。 

  ごみステーションに出すと、他の人がごみを出す場所がなくなったり、歩行者の妨げとなり

ます。 

 

Q 家電リサイクル法の対象家電品（テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・エアコン）とパソコ

ン以外の電化製品は、大型ごみとして出していいの？ 

Q トイレットペーパーやサランラップの芯は集団資源回収に出してもいいの？ 

Q 引っ越しなどで出る多量の家庭ごみは、どのように処分すればいいの？ 

Q 大型ごみは、ごみステーションに出していいの？ 



 

 

A 搬入日時は、祝日を含む月曜日から土曜日(年末年始を除く)までの午前８時３０分から午後

４時３０分までです。(午後４時３０分に門が閉まりますので、ごみを各処理場に捨てる時間

などを考えて、午後４時くらいまでにお越しください、) 

    また、ごみは、あらかじめ分別してから持ち込んでください。(指定ごみ袋以外の袋、箱な

どに入れて持ち込んでください。) 

   なお、料金は１０kgあたり６０円かかります。 

 

 
A 野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第１６条の２  何人も、次に掲げる方法に

よる場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。）で禁止されており、違反者には「５年以下の

懲役若しくは１，０００万円以下の罰金又はこの併科」が科されます。 

    ただし、農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却（焼き畑、

枝の焼却）や風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却（正月の「しめ縄、門松等」

を焚く行事）などは、例外です。 

 

 

A 薪に着火するため使用する場合を除き、紙類は、「集団資源回収」や「燃やせるごみ」として

出してください。また、薪ストーブで、プラスチック容器などの「燃やせないごみ」を燃やし

たりすると、その煙により近所が大変迷惑しますので、薪ストーブでごみを燃やすことのない

よう注意してください。 

 （ごみを燃やした段階で、薪ストーブではなく焼却炉とみなし、ダイオキシン問題などから「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」によって厳しく規制されます。） 

Q 環境センターに家庭ごみを持ち込むときに注意することは？ 

Q 落ち葉や枝を自宅の庭で燃やしてもいいの？ 

Q 自宅の薪ストーブで、紙くずやお菓子の袋などを燃やしていいの？ 


